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  矛盾を超えて 

  

                     副校長 三瓶 邦吉 

６月５日（金）、新型ウイルス感染防止対策と熱中症

予防対策について、本校がテレビ局から取材を受けま

した。取材の聞き手に対して、校長は、本校のでき得

る感染予防のスタイルや熱中症指数計を計測し、運動

指針を基に対応していることをお伝えしました。 

感染防止対策では、検温、確実な手洗い、マスクの

着用、換気の徹底、密集の回避、消毒等に取り組んで

いますが、何しろ相手は目に見えないウイルスですの

で、これでよいということはありません。実際は手探

りの状況で行っているのが現実です。 

一方、暑さ対策、熱中症対策では、こまめな水分補

給、冷房等の活用、外出時の帽子の着用、休息等を行

っています。熱中症指数計でＷＢＧＴ２５℃以上は

「警戒」（積極的に休息）で、熱中症の危険が増すので、

積極的に休息をとり水分を補給します。ＷＢＧＴ２

８℃以上で「厳重警戒」（激しい運動は中止）、ＷＢＧ

Ｔ３１℃以上では、「運動は原則中止」となります。指

数に基づいて、活動量・内容・時間・場所等を変更し

たりします。 

私たちは、これまで、ウイルス対策や熱中症対策な

り、それぞれに対応すればよかったのですが、二つを

同時に対応するとなると、矛盾する点も出てきます。

例えば、感染対策ではマスクは常時着用しますが、熱

中症対策として、マスク着用は反って健康被害を生み

やすくなります。また、暑さ対策として冷房を使用し

ますが、ウイルス対策としては、常時換気が必要にな

り、冷房を点けながら窓等を開けて換気を行うなど、

今までの経験則では測れない状況に直面しています。

私たちは、これらの矛盾を超えて、これまでの経験値

にとらわれない対応を工夫していく必要があります。 

新型ウイルス感染防止のための緊急事態宣言が発

令された際には、国民の多くは不要不急の外出は控え

るとともに、企業等の仕事では自宅で勤務するテレワ

ークが増えました。一方、飲食店、接客業、イベント

等の営業に関わる業務については自粛や休業要請が

ありました。感染拡大防止には誰もが努めたいと思っ

たはずです。しかしながら、仕事をしなければ収入が

入らず、従業員の解雇や経営の悪化が生じてしまいま

す。しかも、現在も進行している状況があります。営

業の自粛や休業への補償がなければ、営業を継続せざ

るを得ない企業も存在します。そうなれば、感染拡大

防止も中途半端になります。社会で大きな話題になっ

たことは感染拡大防止と営業自粛・休業に対する補償

の両立です。企業の自粛や休業に際して、法的規制や

金銭的な補償については政府や東京都が行うことな

ので、口を挟むことは控えますが、私たちはこの矛盾

をどう考え、どうしたら両立できるのかを考えていく

ことは、他人事としてはいけないのだと思います。 

東京都教育振興基本計画「東京都教育ビジョン」（第

４次）の中に、「社会が直面する様々な変化を柔軟に

受け止め、感性を豊かに働かせながら、どのような未

来を創っていくのか、どのように社会や人生をよりよ

いものにしていくのか、児童・生徒が自ら考えられる

ようにしなければなりません。」とあります。ウイル

ス感染防止による緊急事態宣言、学校の臨時休校、ス

テイホーム、分散登校、テレワーク等々これまでにな

い生活に見舞われました。このような困難なことは、

今後も直面することが想起されます。その時々に、大

人も子どもたちも、この現実を受け止め、よりよい未

来や社会、人生に向けて、どのように取り組み、どの

ように解決を図っていくか、自ら考え、工夫していく

ことが求められています。そのためには、子どもたち

の感性を豊かに育んでいくことが鍵ととらえ、学校で

は重点をおいて指導してまいりたいと思います。 

http://www.chofu-schools.jp/isiwara-sho/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 行事予定表 

7/１ 水 
保護者会（１年） 

いしわら教室個人面談月間始 
 

２ 木   

３ 金 委員会１（６校時）  

４,５ 土,日   

６ 月 読書週間始 AET ● 

７ 火 避難訓練（廊下まで） 安全指導 ● 

８ 水 PTA会費集金（朝）  

９ 木   

10 金 クラブ１（６校時）  

11 土 ★授業日２（公開なし）  

12 日   

13 月 AET ● 

14 火  ● 

15 水 色別下校（５校時終了後）  

16 木   

17 金 読書週間終 クラブ２（６校時）  

18,19 土,日   

20 月  ● 

21 火   

22 水   

23 木 海の日  

24 金 スポーツの日  

25,26 土,日   

27 月   

28 火   

29 水 午前授業・個人面談①  

30 木   

3１ 金 午前授業・個人面談②  

8/1,2 土,日   

3 月 午前授業・個人面談③  

4 火 午前授業・個人面談④  

5 水 午前授業 給食終 通級終   

6 木 ★午前授業・個人面談⑤  

7 金 ★終業式 大掃除  

７月の目標 
生活指導部 柏葉 昭人  

 

＜生活＞ものを大切にしよう 

＜清掃＞後始末を正しくしよう 

＜安全＞暑さ対策や水分補給を行い熱中症に 

気を付けよう 
 

 

赤白帽子、ハンカチ、手提げ…学校の落とし物

箱にたくさんの子供たちの物が届いています。  

各学級でも繰り返し記名を呼びかけ、ものを大

切に使うことを指導していますが、なかなか取り

に来る人がいません。名前が書いていないと届け

ることもできません。年間を通して保護者会や個

人面談などの時に、１階ふれあいルーム前（3・4・

5年生使用昇降口奥）に落とし物を並べますので、ぜ

ひご覧頂き、お子さんのものがありましたらお持

ち下さい。夏休み前に子供たちは荷物を持ち帰り

ますので、休みの間に持ち物の確認と記名をよろ

しくお願いいたします。  

●はスクールカウンセラーの来校日です。 

★ は特別時程です。 

 

個人面談 ７月２９日(水)～８月６日（木） 
※今年度の個人面談では、主に１学期の学習や生
活の様子についてお伝えします。 

※後日、担任より日程のお知らせを配布いたしま
す。 

日本語指導について 
日本語担当 藤井莉菜  

  

石原小では、保護者が外国籍の方、または外国

から帰国した児童で日本語指導を希望される場合

に、クラスから取り出して個別学習を行っていま

す。日本語の正しい表記の仕方を中心に、最終的

には自分の思いや考えを日本語で文章に書いた

り、筋道を立てて話したりできることを目標にし

ています。また、日本語が分からないことによる

学習の遅れに対しての補習も行っています。日本

語の語彙を増やしたり、日本の文化に触れたりす

るために本の音読や季節や行事に関わるものの紹

介もしています。今後も日本語教室ならではの学

習を工夫し、子供たちが楽しく取り組めるように

していきたいと思います。 

２学期の始業式は 

８月２４日（月）です。 


